
これを海外と同水準にまで早めて投

資サイクルを短縮化。技術革新を加

速させて、国際競争力を強化しよう

というのが改正の背景である。

しかも、償却期間を短縮すること

により、毎期の償却額は増加する。

つまり費用化できる額がアップする

ことになり、結果として減税につな

がるわけだ。

さらには、最大のポイントとして、

設備の耐用年数内で取得価額を100％

償却できるようになることがあげら

れる（実際は備忘価格として1円を残
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設備投資に関連した07年度税制の

主な改正ポイントは、①「減価償却制

度」の改正、②「中小企業等基盤強化

税制」の延長、③「中小企業地域資源

活用促進法」の創設――などである。

前年度からの継続分を加えた投資

減税が充実（表1）し、さらに減価償

却制度が改正されることで、「相乗効

果により即時償却に匹敵するような

減税効果も期待できる」（中小企業庁

財務課）という。設備投資を考える

には、絶好の事業年度となりそうだ。

まず、①の減価償却だが、固定資

産は取得価額の全額を、取得した年

の費用として計上することは認めら

れておらず、使用可能期間（耐久年

数）に応じて、事業年度ごとに費用

化しなければならない。これを減価

償却という。

しかしながら、07年度改正では費

用化できる金額がアップし、その分

だけ納める税額が減ることになる。

従来の制度は、欧米や韓国などと

比べて設備の償却年数が長かった。

07年度中小企業関連

減税徹底解説
07年度税制改正は、40年ぶりに減価償却制度が見直される他、既存制度の延長や拡充などがメインとなった。
今改正について、「投資関連税制」「注目の拡充税制」「事業承継関連税制」の3視点から見てみたい。
なお、本稿は法案をベースに、07年度の改正概要を解説した。
最終決定や厳密な要件などは通達などを確認すると共に、具体的な対策を講じる場合は税理士に相談して欲しい。

積極的な設備投資で大幅減税も可能！

■「減価償却制度」の改正
■「中小企業等基盤強化税制」の延長
■「中小企業地域資源活用促進法」の創設

PART 1 投資関連税制

（千円の位は四捨五入）

経過年 期末残存簿価 当期の償却額 経過年 期末残存簿価 当期の償却額

1年 900万円 100万円 1年 750万円 250万円

2年 800万円 100万円 2年 563万円 188万円

3年 700万円 100万円 3年 422万円 141万円

4年 600万円 100万円 4年 316万円 105万円

5年 500万円 100万円 5年 237万円 79万円

6年 400万円 100万円 6年 178万円 59万円

7年 300万円 100万円 7年 133万円 44万円

8年 200万円 100万円 8年 89万円 44万円

9年 100万円 100万円 9年 44万円 44万円

10年 0円 100万円 10年 0円 44万円

●定額法／償却率：0.1 ●定率法／償却率：0.25

〈07年度からの減価償却制度による算出法〉
条件　取得価額：1000万円／耐用年数：10年／償却可能限度額：100％

（千円の位は四捨五入）

経過年 期末残存簿価 当期の償却額 経過年 期末残存簿価 当期の償却額

1年 910万円 90万円 1年 794万円 206万円

2年 820万円 90万円 2年 630万円 164万円

3年 730万円 90万円 3年 501万円 130万円

4年 640万円 90万円 4年 397万円 103万円

5年 550万円 90万円 5年 316万円 82万円

6年 460万円 90万円 6年 251万円 65万円

7年 370万円 90万円 7年 199万円 52万円

8年 280万円 90万円 8年 158万円 41万円

9年 190万円 90万円 9年 125万円 32万円

10年 100万円 90万円 10年 100万円 26万円

11年 50万円 50万円 11年 79万円 20万円

12年 50万円 ―― 12年 63万円 16万円

13年 50万円 ―― 13年 50万円 13万円

●定額法／償却率：0.1 ●定率法／償却率：0.206

〈06年度までの減価償却制度による算出法〉
条件　取得価額：1000万円／耐用年数：10年／残存価額：10％／償却可能限度額：95％

■図1）新制度と旧制度の減価償却額の違い
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す必要があるが、ここでは便宜上0円

として解説する）。

図1に新制度と従来制度の減価償却

方法の違いを示した。取得価額1000

万円、耐用年数10年の設備を例に新

旧の制度を比較しよう。まず、減価

償却額を算出するには、定額法と定

率法の2つの方法があり、それぞれの

計算式は以下の通りだ。

●定額法：当期償却額＝（取得価

額－残存価額）×償却率　※定額法

の償却率は1／耐用年数

●定率法：当期償却額＝（取得価

額－前年度分までの累計償却額）×

償却率　※定率法の償却率は耐用年

数により定められている

この算出方法に従うと、従来制度

の定額法では残存価額が取得価額の

10％と規定されているので、毎期の

償却額は（1000万円－100万円）×0.1

で90万円となる。この額が毎期経費

化されていく。

一方、従来制度の定率法では耐用

年数10年の場合、償却率は0.206と規

定されている。このため、初年度償

却額は1000万円×0.206で206万円、2

年目は（1000万円－206万円）×0.206

で164万円となり、以下は表のように

償却が進むことになる。

定率法は償却手続きが大幅変更

残存価額が取得価額の10％と定め

られているため、償却額は90％まで

と思われがちだが、実際には償却可

能上限額として簿価上は95％まで資

産を償却できる。だが、実際には耐

用年数内ではこの限度額まで償却し

切れずに、図の例では定額法で11年、

定率法で13年も要する。07年度税制

では、これを耐用年数内ですべて償

却できる制度として改正されるのだ。

具体的には、前述の残存価額が撤

廃され、償却可能限度額が100％へと

変更。加えて、定率法の償却方法が

改正される。詳しく見てみよう。

図1の下側が新制度による償却例で

ある。定額法では残存価額が撤廃さ

れることから、償却額は単純に「取

得価額×償却率」で算出できる。こ

のケースでは償却額は100万円（1000

万円×0.1）となり、償却可能限度額

も100％なので耐用年数の10年で全額

を減価償却できるようになる。

定率法については、やや複雑だ。

基本的に毎期償却額の算出法は同じ

だが、償却率が従来とは異なる。新

制度では「250％定率法」が導入さ

れ、定額法の償却率を2.5倍（250％）

した数値が、定率法の償却率となる。

図の例では、0.1の2.5倍である0.25が

償却率となるわけだ。

よって、新制度下での償却額は初

年度1000万円×0.25で250万円、2年目

は（1000万円－250万円）×0.25で188

万円。以下、表の通りとなる。

注目して欲しいのは、8年目以降の

償却が同額である点。償却率がアッ

プしたとはいえ、定率法のままでは

耐用年数内で償却を完了することは

できない。そこで、法定耐用年数か

ら経過年数を引いた期間で均等償却

（定額法）すると仮定した償却額と、

定率法の償却額を比較。「均等償却＞

定率法」となる事業年度から、定額

法へと切り替えて耐用年数内で償却

を終えるという仕組みになる。

図の例では、7年が経過した残存簿

価133万円の時点で、償却額が定額法

44万円（133万円／3年）、定率法33万

円（133万円×0.25）と逆転するため、

定額法に変更し耐用年数の10年で償

却しているわけだ。この転換点を確

定する作業は複雑で負担が大きいた

め、財務省がモデルケースを示した

早見表を公表する予定という。

この新制度は、07年4月1日以降に

取得する減価償却資産から適用とな

る。既存設備に対しては、償却可能

限度額100％の条件が適用できる。償

却中やすでに償却が完了した設備に

ついて、償却後5年間で全額を均等償

却可能だ。

※減価償却については、84ページ

「耳より税金コラム」でも詳細に解説。

充実した投資関連の減税制度

設備投資減税では、②の中小企業

等基盤強化税制が2年間延長される。

卸や小売業、サービス業など向けに、

機械や装置に加え器具／備品への投

資支援が充実していることが特徴だ。

対象となる設備に対し、特別償却

30％（通常の減価償却とは別枠で、

取得価額の30％をその期に減価償却

できる）か、税額控除7％（所得税額

から取得価額の7％の金額を控除でき

る）のいずれかが適用される。

この税制が適用される要件は、青

色申告書を提出する税法上の中小企

業などと規定されている。基本的に

中小企業基本法上の中小企業であっ

ても、資本金が1億円を超える企業は

利用するこができない。また、業種

も限定されている。だが、後述する

出所：経済産業省（一部変更）■図2）「中小企業地域資源活用促進法」のスキーム

設備投資減税／試作品開発等に対する補助金／政府系金融機関等に
よる低利融資／信用保証枠の拡大／専門家のアドバイス　等

支援措置

国が基本方針を策定

都道府県が基本構想を策定し地域資源を指定

中小企業が「地域資源活用事業計画」を作成
※地域資源を活用して新商品開発等を行なう計画

国が認定



③の中小企業地域資源活用促進法や、

05年度に制定された「中小企業新事

業活動促進法」の認定を受ければ、

こうした要件ははずれ、すべての中小

企業の全業種が、適用を受けられる。

③の中小企業地域資源活用促進法

は07年度に新たに創設される予定の

法律で、「地域に特徴的な資源を生か

して、地域産業の自立や持続的な成

長を促す」（中小企業庁経営支援課）

ことが狙いだ。

この法律に基づく認定を受けた中

小企業には、様々な支援措置が講じ

られている。減税措置のみならず、

補助金の支給や政府系金融機関によ

る低利融資、専門家からのアドバイ

スなど多岐にわたる。

支援までの流れは図2の通り。対象

となる地域資源は、都道府県が指定

し国が認定する形だ。具体的には

「産地技術」「農林水産物」「観光資

源」の3類型が挙げられている。例え

ば、産地技術は地域特有の製造方法

であり、農林水産物は地域の特産物

など。詳細要件はまだ明らかではな

いが、「目安としては地域住民の半数

程度の認知がある」（同前）地域資源

が対象となりそうである。

地域資源活用法の承認を受けるに

は、指定された資源を活用した新商

品やサービスの開発を行なう計画書

を作成することが必要。これが国の

地方支部局に認定されると、支援措

置を受けられる。なお、「新商品やサ

ービスには新規性が問われる」（同

前）点には留意したい。

減税措置や価額要件は、前述した

ように中小企業等基盤強化税制に準

じたもの。地域資源を活用した新商

品やサービスを開発・提供するため

に導入する設備が減税の対象となる。

こうした税制整備により、07年度

に利用可能な主な設備投資減税を表

1にまとめたので参考にしてほしい。

例えば、06年度に登場した「情報

基盤強化税制」は、特別償却50％が

適用される。新しくなった減価償却

の定率法とあいまって、確かに冒頭

で触れたように大幅減税も期待でき

る。この機会に、設備の増強を考え

てみてはいかがだろうか。
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（*1）公序良俗に反するものなど一部除外業種あり （*2）財務省令の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に規定された製造設備
（*3）パッケージソフト、受託開発ソフト、自社開発ソフトなど （*4）普通貨物自動車、内航船舶 （*5）セキュリティ関連の国際標準規格

■表1）07年度において利用可能な投資関連税制

減税措置

情報基盤強化税制

特別償却（50％）、または税額控除（10％）のいずれかを
選択適用

中小企業投資促進税制

特別償却（30％）、または税額控除（7％）のいずれかを選
択適用

中小企業等基盤強化税制

特別償却（30％）、または税額控除（7％）のいずれかを選
択適用

基本的な対象要件 青色申告書を提出する法人や個人事業者など
青色申告書を提出する税法上の中小企業（資本金1億
円以下）や個人事業者など

青色申告書を提出する税法上の中小企業（資本金1億
円以下）や個人事業者など

対象業種など 全業種（*1） 全業種（*1） 卸売業／小売業／飲食店業／サービス業

対象資産／設備
・OS、および同時に設置するサーバー
・データベース管理ソフトウエアと同時設置のソフトウエア
・ファイアウォール

・すべての機械／装置（*2）
・電子計算機／デジタル複合機
・一定のソフトウエア（*3）
・その他の設備（*4）

・すべての機械／装置（*2）
・すべての器具／備品

価額要件（取得）
・資本金1億円以下（税法上の中小企業）：300万円以上
・同1億円以上10億円以下：3000万円以上
・同10億円以上：1億円以上

・機械／装置：160万円以上
・電子計算機／デジタル複合機：120万円以上
・ソフトウエア：70万円以上

・機械／装置：280万円以上
・器具／備品：120万円以上

価額要件（リース） 資本金1億円以下（税法上の中小企業）：420万円以上
・機械／装置：210万円以上
・電子計算機／デジタル複合機：160万円以上
・ソフトウエア：100万円以上

・機械／装置：370万円以上
・器具／備品：160万円以上

活用ポイントや留意点など
・IEC15408（*5）に基づき評価／認証された設備
・新品／年度内稼動が適用の条件

・電子計算機／デジタル複合機は同一種類の設備を合
算することが認められている
・新品／年度内稼動が適用の条件

・合算要件が認められていないので、単体で価額要件を
満たすことが条件となる
・新品／年度内稼動が適用の条件

適用期間 07年度末まで 07年度末まで 08年度末まで

減税措置

小額減価償却資産の特例

取得価額30万円未満の減価償却資産を即時償却可能。
上限額は年間300万円

「中小企業地域資源活用促進法」に基づく税制

特別償却（30％）、または税額控除（7％）のいずれかを選
択適用

「中小企業新事業活動促進法」に基づく税制

特別償却（30％）、または税額控除（7％）のいずれかを選
択適用

基本的な対象要件
青色申告書を提出する税法上の中小企業（資本金1億
円以下）や個人事業者など

「地域資源活用事業計画」を作成して国の認定を受けた
中小企業基本法上の中小企業や個人事業者など

「中小企業新事業活動促進法」に基づき認定を受けた中
小企業基本法上の中小企業や個人事業者など

対象業種など 全業種（*1） 全業種（*1） 全業種（*1）

対象資産／設備 ・すべての減価償却資産
・地域資源を活用した新商品や新サービスを開発し提
供するための機械／装置、器具／備品

経営革新や新連携を行なうために必要な機械／装置、
器具／備品

価額要件（取得） ・取得価額：30万円未満
・機械／装置：280万円以上
・器具／備品：120万円以上

・機械／装置：280万円以上
・器具／備品：120万円以上

価額要件（リース） ――
・機械／装置：370万円以上
・器具／備品：160万円以上

・機械／装置：370万円以上
・器具／備品：160万円以上

活用ポイントや留意点など
・新品要件が規定されていないので、中古品も特例の対
象として即時償却可能
・年度内の稼動が条件

・都道府県が策定した基本構想に基づき指定された地
域資源の活用が条件
・価額要件などは中小企業等基盤強化税制に順ずる
・減税以外に補助金の交付も

・「経営革新計画」や「新連携計画」などを作成し、国の
認定を受けることが条件
・価額要件などは中小企業等基盤強化税制に順ずる

適用期間 07年度末まで 08年度末 08年度末



PART2では拡充された税制措置と

して知っておきたい改正ポイントを

見てみたい。具体的には、①「役員

給与の損金算入制限」の改正と②

「留保金課税制度」の撤廃――この2

点である。以下、詳細を見ていこう。

まず、①の役員給与の損金算入制

限は、06年度税制改正で講じられた

措置だ。新会社法の施行により最低

資本金規制が撤廃されたため、小額

の資本金でも法人を設立できるよう

になった。

このため、個人事業者による節税

目的の法人設立を防ぐ狙いから、実

質1人会社（特殊支配同族会社）を念

頭に導入された税制である。

だが、中小同族会社にとって増税

となったこの措置は、「中小企業の活

性化や新会社法のコンセプトである

起業促進を妨げる」との配慮から、

07年度は適用除外の基準を引き上げ

る改正が行なわれる。

役員給与損金算入制限の概要は図

3の通り。06年度改正以前は、会社オ

ーナーへの役員給与全額を、法人段

階で人件費として損金に算入するこ

とができた。

問題となったのは給与所得控除だ。

法人段階で損金（非課税）となった

上に、オーナー個人の確定申告でも

課税対象とはならないため、「経費の

二重控除」と指摘されたのだ。そこ

で、法人段階では、オーナーの給与

所得控除分を損金として認めないと

いう制度である。

給与所得控除額は、オーナー給与

の額面金額で決まる。例えば、800万

円の給与を得ているケースでは「額

面金額×10％＋120万円」となり、給

与所得控除額は200万円。06年度改正

では、これがそのまま法人段階の課

税所得に加味され、約80万円程度

（実効税率40％）の増税となった。

この税制の対象となるのは、図に

も示したように会社オーナーと同族

関係者で発行済み株式などの90％以

上を持っており、常勤役員の過半数

以上を占めている法人だ。同要件は

期末時点の状況で判断される。

ただし、06年度税制では2つの適用

除外要件が設けられていた。「会社の

利益（課税所得）とオーナー役員給

与の合計額（基準所得）が800万円以

下」、あるいは「基準所得が3000万円

以下で、オーナー役員給与の占める

比率が基準所得の2分の1以下」とい

う条件のいずれかを満たせば、損金

算入制限措置の適用を受けなかった。

07年度改正ではこの適用除外要件

が緩和され、1つ目の要件である基準

所得が800万円以下から「1600万円以

下」に引き上げられたのである。

前述したオーナー役員給与800万円

の法人を例に見てみよう。法人段階

での課税所得を100万円と仮定する

と、基準所得は900万円となる。06年

度要件では適用除外とはならないが、

基準所得が引き上げられた07年度は

除外要件を満たし、オーナー給与は

全額損金算入できることになる（実

際の基準所得は直近3期の平均額で算

出する）。

今回の改正でも適用が除外されな

い法人は節税対策として、07年度末

までに対象法人の要件からはずれる

ような工夫が必要となりそうだ。詳

細は、税理士などと相談してほしい。

内部留保増額の好機

一方、②の留保金課税制度の撤廃

とは、税法上の中小企業（資本金1億

円以下）は、留保金課税の適用から
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■図3）特殊支配同族会社に対する役員給与の損金算入制限措置の概要

■「役員給与の損金算入制限」の改正
■「留保金課税制度」の撤廃

PART 2 注目の拡充税制

実質1人会社（特殊支配同族会社）

法人段階

経費

給与所得控除

「経費の二重控除」＝給与所得控除
相当部分の損金算入を法人段階で制限
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〈対象法人〉
同族関係者（同一内容の議決権行使に同意している者を含む）1グループで株式等90％
以上を保有、かつ常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数

〈損金算入制限措置〉
オーナー役員（業務主宰役員）給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当
分だけ法人段階で損金不算入

〈適用除外〉
①基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）800万円以下

②基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）が3000万円以下、かつオーナー役員給与
が基準所得の2分の1以下

①基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）1600万円以下（07年度から）



除外されるというもの。利益を上げ

ている健全な中小企業にとっては、

大きな税制措置といえよう。

特定同族会社（同族関係者1グルー

プで株式などを50％以上保有）に適

用される留保金課税制度とは、内部

留保（課税所得－法人税等－配当－

留保金控除）に対して、追加的に税

金を徴収する制度。

もともとは個人会社オーナーの節

税対策に対し、これを避けることを

狙ったものとされる。個人の所得税

率よりも法人税率の方が低いため、

オーナーが自分への配当を減らし、

その分を会社の所得として内部留保

すれば、オーナーの所得税負担が減

少するからだ。これを阻止するため

に、予め内部留保金に課税したので

ある。

だが、健全な中小企業にとっては

税の二重取り（法人税＋留保金課税）

との反論も多かった。

しかも、「中小企業の成長には設備

投資の資金確保や、信用力向上のた

めの内部留保が不可欠。現行の内部

留保課税制度は阻害要因となる」（中

小企業庁財務課）。この判断から、税

法上の中小企業が留保金課税の適用

対象外となったのだ。

ただし、税法上という規定のため

資本金1億円超の特定同族会社（中小

企業基本法で定義される中小企業）

は、これまで通り内部留保に対して

課税される。

課税を回避して内部留保を行ない

たいという企業には、「中小企業新事

業活動促進法」に基づいた経営革新

計画の認定を受けるという方法があ

る。承認されると、減税措置の一環

として留保金課税が免除されるから

だ。

ここで解説した役員給与の損金算

入制限の改正と内部留保金課税の撤

廃は、いずれも07年4月1日から適用

される。

ここでは円滑な事業承継を実現す

る狙いで講じられている①「相続時

清算課税制度」の拡充、②「種類株

式評価法」の明確化――この2つの税

制措置を解説しよう。

中小企業の事業承継で重要なポイ

ントの1つに、「会社を託す後継者へ

自社株式を確実に移転すること」が

あげられる。確実な承継と減税対策

として、03年度税制改正で創設され

た制度が①の相続時清算課税制度だ。

そして07年度税制では、さらにスム

ーズな承継を目的に、自社株式の贈

与については贈与者の年齢要件を60

歳に引き下げ、非課税枠を3000万円

まで拡大する特例措置が講じられた

のだ。

まず、相続時清算課税制度の概要

を確認しておこう（図4）。この制度

は贈与と相続それぞれの特徴を合わ

せ持つもので、贈与時に贈与税より

も税率を抑えた課税を行い、実際の

相続時に贈与済みの財産を相続財産

に組み戻して税金を再計算する。

相続時清算課税制度の基本要件で

は、65歳以上の親（贈与者）から20

歳以上の子（受贈者）への贈与財産

に対して、2500万円までが非課税扱

いとなる。限度額までは複数回に分

けて利用することもでき、これを超

える金額については一律20％の税率

が課される。通常の贈与では、1000

万円以上で50％の税率がかかるだけ

に、相続時清算課税の贈与時の税率

の低さが理解できるだろう。

そして、親が亡くなり実際に相続

が発生した際に、相続時清算課税に

より贈与を受けた財産と相続財産を

合算した金額で相続税を計算。この

時、贈与財産については、贈与時の

財産評価額がそのまま適用される。

相続税額が贈与時に収めた税金より

も大きい場合には納付し、逆に小さ

い場合には還付を受けるという仕組

みである。

この制度を活用して贈与財産3000

万円／相続財産3500万円、法定相続

人数1名というケースを見てみる。贈
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■「相続時清算課税制度」の拡充
■「種類株式評価法」の明確化

PART 3 事業承継関連税制



与時点では2500万円の非課税枠を超

えた500万円に20％の税率がかかるた

め、100万円の税金を納める。相続時

には、相続財産3500万円に贈与財産

3000万円を組み戻すので、トータル

の相続額は6500万円となる。

ここから基礎控除6000万円（5000

万円＋1000万円×1名）を引くと、相

続課税額は500万円だ。課税額1000万

円以下の税率は10％であり、このケ

ースの相続税額は50万円（500万円×

10％）となる。これは贈与時に収め

た税金100万円よりも低いため、差額

の50万円が還付されることになる。

07年度税制では、特例として適用

要件を緩和。前述したように、非上

場の自社株式を事業後継者へ贈与す

る場合に限り、贈与者の年齢要件を

60歳に引き下げ、非課税枠を3000万

円まで拡大する。

この特例を利用するには、「発行済

株式等の増額が20億円未満（相続税

評価額ベース）」「受贈者が発行済株

式等と議決権の50％以上を保有して

いること」「会社の代表者として経営

に携わっていること」といった要件

を満たす必要がある。後者2つの項目

については特例選択後、4年間が経過

した時点で判断される。

今回の改正は、中小企業の事業承

継の実情に配慮したもの。経済産業

省の統計調査では、中小企業の経営

者が事業承継に取り組み始める年齢

は55歳からであり、実際に承継する

平均年齢は59.6歳との結果が得られ

たという。

しかも、すべての株式を後継者へ

移転するには、平均して3000万円を

要しているとのデータもあり、特例

の創設に至ったのである。

なお、相続時清算課税の特例は07

年1月1日から2年間適用される時限措

置である。

種類株式の相続評価を規定

07年度税制では、新会社法施行に

より活用の幅が広がった②の種類株

式について評価方法の明確化が規定

される。

種類株式は中小企業のスムーズな

事業承継を実現する手段として活用

が期待されている。例えば、オーナ

ー経営者が自社株を移転して事業後

継者に経営権を集中させたいが、相

続人が複数いるケースはよくある。

この時に、議決権のない種類株式を

発行してこれを非後継者に、議決権

のある普通株式を後継者に相続させ

ることで、円滑な事業承継が可能と

なる。

だが、取引相場のない種類株式は

相続税法上の評価方法が不明確。こ

れでは事業承継での活用が進まない

との理由から、今回の改正で具体的

な評価方法が定められたのだ。

今回、評価方法が明確にされた種

類株式は「配当優先の無議決権株式」

「社債類似株式」「拒否権付株式」の3

つである。十数種類ある中から、事業

承継で活用できそうな種類株式を実

務家などと議論しピックアップした。

各種類株式の概要と相続税法上の

評価方法は表2にまとめたので、そち

らを参照してほしい。詳細は、07年

度内に国税庁より通達として公表さ

れる予定だ。
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■図4）相続時清算課税の概要

■表2）取引相場のない種類株式の概要と相続税法上の評価法

贈与財産 相続財産

〈
贈
与
時
〉

〈
相
続
時
〉

相続税額＝（Ｂ－相続税基礎控除）×相続税率（*2）
相続税額＞贈与時納税額：追加納付
相続税額＜贈与時納税額：還付

〈基本利用要件など〉
贈与者：65歳以上
受贈者：20歳以上
選 択 性：相続時清算課税を選んだ場合、

以後は単純贈与の利用は不可
贈与財産：累計2500万円までは資産の

種類や金額、贈与回数に制限
なし

（*1）5000万円＋1000万円×法定相続人数
（*2）10～50％の累進税率

非課税枠
2500万円

贈与時納税額＝（Ａ－2500万円）×20％

組み戻し

総相続財産Ｂ

相続税基礎控除（*1）

総贈与額 A

配当のみで議決権を有しない種類株式。原則は普通株式と同等に

評価。ただし、「相続人全体の相続税評価総額は不変」との前提か

ら、無議決権株式の評価減分（議決権がない）として5％を普通株式

（議決権あり）に加算可能。これにより、相続税の視点から普通株式

を引き継いだ後継者の相続税が高くなる

配当優先の無議決権株式

社債類似株式

拒否権付株式

拒否権付株式 拒否権付株式

配当のみで議決権を有しない種類株式だが、「一定期間後に発行会

社が発行価額で買い取る」「普通株式への転換権なし」といった要

件を持つ。社債に準じた評価方法が適用される

普通株式に拒否権がついた種類株式。オーナー経営者が後継者へ

経営権を譲るが、オーナー経営者が拒否権付株式を保有することで

後継者の独断専行を防ぎ、経営安定化に活用可能。普通株式と同

等に評価する
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